
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
トップシート、バックシート、及びこれらシート間に配置された吸収コアからなる吸収体
と、
　吸収体の両側部に 起立カフスと、
　ウエスト開口部及び左右一対の脚開口部と、
　ウエスト端部に周方向に沿って伸張下に固定されたウエスト伸縮部材と、
　前記ウエスト端部よりも下方に周方向に沿って伸張下に固定された腰下部伸縮部材とを
有する、パンツ型紙おむつにおいて；
　前記起立カフスは、一対の起立シートとこれらの間に配された不透液性もしくは疎水性
の内部起立シートとが張り合わされて 形成されるとともに、 伸縮部材が固着さ
れ、この伸縮部材の収縮作用によって起立するように構成されており、
　前記起立カフスの伸縮部材は、太さが１０００ｄｔｅｘ以上であり且つ１５０～３００
％の伸張状態で前記起立シートに固定されており、
　腰下部伸縮部材は太さが８００ｄｔｅｘ以上であり且つ２００～３５０％の伸張状態で
固定されており、
　前記吸収体は、加圧下吸収試験による加圧下吸収量が１３００ｃｃ以上となるように構
成されたものであることを特徴とするパンツ型紙おむつ。
【請求項２】
トップシート、バックシート、及びこれらシート間に配置された吸収コアからなる吸収体
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と、
　吸収体の両側部に 起立カフスと、
　ウエスト開口部及び左右一対の脚開口部と、
　ウエスト端部に周方向に沿って伸張下に固定されたウエスト伸縮部材と、
　前記ウエスト端部よりも下方に周方向に沿って伸張下に固定された腰下部伸縮部材とを
有する、パンツ型紙おむつにおいて；
　前記起立カフスは、一対の起立シートとこれらの間に配された不透液性もしくは疎水性
の内部起立シートとが張り合わされて 形成されるとともに、 伸縮部材が固着さ
れ、この伸縮部材の収縮作用によって起立するように構成されており、
　前記起立カフスの伸縮部材は、太さが１０００ｄｔｅｘ以上であり且つ１５０～３００
％の伸張状態で前記起立シートに固定されており、
　腰下部伸縮部材は太さが８００ｄｔｅｘ以上であり且つ２００～３５０％の伸張状態で
固定されており、
　前記吸収体は、下層及びこれよりも幅の狭い上層からなる二層構造の吸収コアを有し、
かつ加圧下吸収試験による加圧下吸収量が１３００ｃｃ以上となるように構成されたもの
であることを特徴とするパンツ型紙おむつ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
　この発明は、特に夜間に使用するのに好適なパンツ型紙おむつに関する。
【０００２】
【従来の技術】
　紙おむつとしては、従来、腹側の両側縁部と背側の両側縁部とが予め接合固定されたパ
ンツ型紙おむつと、おむつ使用時（装着時）に腹側の左右両側縁と背側の左右両側縁とを
接合するタイプのいわゆるテープ式紙おむつとが開発されている。
【０００３】
　パンツ型紙おむつは、下着パンツと同様の形状をなしており、着用のし易さや着用時の
ボリューム感の少なさから昼間の着用に向いており、テープ式紙おむつはおむつ使用者が
胴回りの締め付けを調節できることから、漏れに強い利点があり、夜間、特に就寝時の着
用に適している。本発明者らが在宅介護者について調べたところによると、昼間はパンツ
型紙おむつを使用し、夜間はテープ式紙おむつを使用する人は漏れ等の問題が殆ど生じて
いない。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
　しかしその一方で、テープ式の装着感の悪さから夜間に長時間タイプのパンツ型紙おむ
つを使用している人が多く、しかもそれらの人は夜間漏れを非常に多く経験しているとい
うことが判明した。
【０００５】
　そこで本発明の主たる課題は、漏れが発生し難く、夜間排尿量が多い人でも安心して使
うことができるパンツ型紙おむつを提供することを主たる課題とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決した請求項１記載の発明は、
　トップシート、バックシート、及びこれらシート間に配置された吸収コアからなる吸収
体と、
　吸収体の両側部に 起立カフスと、
　ウエスト開口部及び左右一対の脚開口部と、
　ウエスト端部に周方向に沿って伸張下に固定されたウエスト伸縮部材と、
　前記ウエスト端部よりも下方に周方向に沿って伸張下に固定された腰下部伸縮部材とを
有する、パンツ型紙おむつにおいて；
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　前記起立カフスは、一対の起立シートとこれらの間に配された不透液性もしくは疎水性
の内部起立シートとが張り合わされて 形成されるとともに、 伸縮部材が固着さ
れ、この伸縮部材の収縮作用によって起立するように構成されており、
　前記起立カフスの伸縮部材は、太さが１０００ｄｔｅｘ以上であり且つ１５０～３００
％の伸張状態で前記起立シートに固定されており、
　腰下部伸縮部材は太さが８００ｄｔｅｘ以上であり且つ２００～３５０％の伸張状態で
固定されており、
　前記吸収体は、加圧下吸収試験による加圧下吸収量が１３００ｃｃ以上となるように構
成されたものであることを特徴とするパンツ型紙おむつである。
【０００７】
　請求項２記載の発明は、
　トップシート、バックシート、及びこれらシート間に配置された吸収コアからなる吸収
体と、
　吸収体の両側部に 起立カフスと、
　ウエスト開口部及び左右一対の脚開口部と、
　ウエスト端部に周方向に沿って伸張下に固定されたウエスト伸縮部材と、
　前記ウエスト端部よりも下方に周方向に沿って伸張下に固定された腰下部伸縮部材とを
有する、パンツ型紙おむつにおいて；
　前記起立カフスは、一対の起立シートとこれらの間に配された不透液性もしくは疎水性
の内部起立シートとが張り合わされて 形成されるとともに、 伸縮部材が固着さ
れ、この伸縮部材の収縮作用によって起立するように構成されており、
　前記起立カフスの伸縮部材は、太さが１０００ｄｔｅｘ以上であり且つ１５０～３００
％の伸張状態で前記起立シートに固定されており、
　腰下部伸縮部材は太さが８００ｄｔｅｘ以上であり且つ２００～３５０％の伸張状態で
固定されており、
　前記吸収体は、下層及びこれよりも幅の狭い上層からなる二層構造の吸収コアを有し、
かつ加圧下吸収試験による加圧下吸収量が１３００ｃｃ以上となるように構成されたもの
であることを特徴とするパンツ型紙おむつである。
【０００８】
（作用効果）
　パンツ型紙おむつにおいて夜間漏れに対処する場合、通常想到するのは吸収体のパルプ
や高吸収性ポリマー（以下、単にＳＡＰともいう）を増量して吸収量を増やすか、あるい
はウエスト等の伸縮部材をきつく締め付けるようにすることである。
【０００９】
　しかし、単に吸収量を増やしたり、伸縮部材の締め付けをきつくしても根本的な問題の
解決には至らない。すなわち、パルプやＳＡＰを増量し過ぎると吸収体の変形性能が低下
してフィット性が悪くなり、反対に漏れが生じやすくなる。また伸縮部材による締め付け
をきつくするにしても、吸収体の吸収量が低下したり、おむつの装着感が悪くなるので限
度がある。
【００１０】
　これに対して本発明では、
　１．下腹部及び臀部と対応する腰下部に、太さが８００ｄｔｅｘ以上の腰下部伸縮部材
を２００～３５０％の伸張状態で周方向に沿って固定し、下腹部または臀部を強く締め付
けて吸収体のフィット性を高めるとともに、
　２．吸収体の両側部にある起立カフス（一般に立体ギャザーといわれている）の伸縮部
材の太さを１０００ｄｔｅｘ以上とするとともに１５０～３００％の伸張状態で固定して
、脚周りへの起立カフスの締め付けを強くし且つ吸収体のフィット性を高め、
　３．その上で吸収体の加圧下吸収量を１３００ｃｃ以上とし、締め付けを増強したこと
による吸収力の低下を補って余りあるように構成したものである。
【００１１】
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　かくして、夜間において排尿量が多い人でも動きの激しい人でも非常に漏れ難いパンツ
型紙おむつとなる。
【００１２】
【発明の実施の形態】
　以下、本発明の実施の形態について、主に図１によって本発明の部位や方向に関する用
語説明をしつつ、図２～４によって詳細な構造例も含めて説明する。
　（基本構成）
　この第１の実施形態に係るパンツ型使い捨ておむつは、図１と図２及び図３との対比か
らも容易に理解されるように、不透液性の外装シート１と、この外装シート１内面に固定
され、股下４を中心として縦方向（前後方向）に延在する吸収体１０とから主に構成され
ている。
【００１３】
　外装シート１は２枚（または３枚以上でも良い）の通気・撥水性の不織布を積層固定し
てなり、この外装シート１の上に起立カフスＣ，Ｃと吸収体１０とを重ね合わせて取り付
けた後の製造工程の最終段階で、前身頃Ｆと後身頃Ｂとの両側縁部の長手方向全体を超音
波シールや熱溶融などの手段により接合する（この接合部を符号３０としてある）ことに
より、図４に示すようにウエスト開口部ＷＯおよび左右一対のレッグ開口部ＬＯが形成さ
れた紙おむつとなる。
【００１４】
　ここに図１の符号において、「縦方向」とは、腹側と背側を結ぶ方向を意味し、「周方
向」とは前記縦方向と直交する方向を意味する。「ウエスト開口縁」とはウエスト開口部
ＷＯの縁５を意味し、「レッグ開口縁」とはレッグ開口部ＬＯの縁６を意味する。「レッ
グ開口始端」とはレッグ開口部ＬＯのレッグ開口縁６と接合部３０と交差する位置を意味
し、レッグ開口縁６の始まり個所の意味である。「胴周り部」Ｔとは、ウエスト開口縁５
からレッグ開口始端に至る長さ範囲の全体領域を意味する。胴周り部Ｔは、概念的に「ウ
エスト端部」Ｗと「腰下部」Ｕとに分けることができる。これらの縦方向の長さは、製品
のサイズによって異なるが、ウエスト端部Ｗは１５～５０ｍｍ、腰下部Ｕは４５～２００
ｍｍである。「股部」Ｌとは、レッグ開口部ＬＯを形成する長さ範囲の全体領域を意味す
る。また、「中央部」とは、製品の中央線を含む側部を除く中間領域を意味する。「脇部
」とは、胴周り部Ｔにおける両側部を意味する。
【００１５】
　吸収体１０は、図２及び図３にも示すように、不織布などからなり着用者の肌に直接触
れる長方形の透液性のトップシート１１と、ポリエチレンプラスチックフィルムなどから
なる長方形の不透液性バックシート１２と、これらシート間に配置されたある程度の剛性
を有する（半剛性の）長方形の吸収コア１３とから主に構成されている。吸収コアは、綿
状パルプを主体とし必要に応じてＳＡＰを含むものである。
【００１６】
　特に本例では、吸収コア１３は下層及びこれよりも幅の狭い上層からなる二層構造とさ
れ、その全体が長方形のクレープ紙１４により包むように額巻きされた上で、トップシー
ト１１およびバックシート１２間に配置されている。またトップシート１１は、吸収体１
０の両側縁を周り込んで裏面に達し、不透液性バックシート１２に重ねられ、当該重なり
部分においてホットメルト接着剤により接着一体化されている。さらに本例では、透液性
トップシート１１とクレープ紙１４との間に透液性セカンドシート１１Ｓを介在させてい
る。図示例では、クレープ紙１４上にホットメルト接着剤をスパイラル状に塗工し、その
上にセカンドシート１４Ｓを接着固定している。本例では、かかる吸収体１０のほぼ裏面
全体が、バックシート１上にホットメルト接着剤により接着されている。
【００１７】
　そして特に本発明では、かかる吸収体１０が、加圧下吸収試験による加圧下吸収量が１
３００ｃｃ以上、特に好適には１４００～１７００ｃｃとなるように構成される。さらに
望ましくは、吸収速度試験による吸収速度が２５秒以下、特に好適には１５秒以下となる
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ように構成される。さらに望ましくは、傾斜表面液流れ試験による１回目、２回目及び３
回目の液流れがそれぞれ１００ｍｍ以下、特に好適には８０ｍｍ以下となるように構成さ
れる。
【００１８】
　このため本発明では、例えば吸収コアのパルプ量を３４．０ｇ以上、特に好適には３５
．０～４０．０ｇとし、ＳＡＰ量を２５．０ｇ以上、特に好適には２７．０ｇ～３９．０
ｇとすることができる。また合わせて、トップシート１１及びセカンドシートとしてエア
スルー不織布を用いるのも好ましい。
【００１９】
　また特に、トップシート１１の目付けを１５～３０ｇ／ｍ 2、かつセカンドシートの目
付けを２０～６０ｇ／ｍ 2とし、後述する圧縮試験による圧縮エネルギーＷＣが１５～４
０、かつ圧縮回復性ＲＣが３５以上となるように吸収体１０を構成すると、吸収速度及び
表面液流れが良好となるので好ましい。
【００２０】
　（起立カフス）
　吸収体１０の両側部には、使用面側に突出する脚周り起立カフスＣ，Ｃがそれぞれ形成
され、この起立カフスＣは、実質的に幅方向に連続した起立シート４０と、伸縮部材、た
とえば糸ゴムからなる一本のまたは図示のように複数本の伸縮部材５０，５０…とにより
構成されている。
【００２１】
　特に本発明の起立カフスＣは、図２に示すように、起立シート４０を三重にして形成さ
れる、すなわち一対の起立シート４０，４０とこれらの間に配された不透液性もしくは疎
水性の内部起立シート４０とが張り合わされて形成されるとともに、各伸縮部材５０，５
０…がホットメルト接着剤などにより固着された状態で包まれたものである。各起立カフ
スＣ，Ｃを形成する起立シート４０は、透液性でなく不透液性もしくは疎水性であるのが
望ましい。本例では起立シート４０を三重にするとともに内部起立シート４０として不透
液性に優れた別のシート（フィルム、不織布等）を張り込んで防漏性を高める構成として
いる。また、不織布などの透液性シートに対してシリコン処理などにより液体をはじく性
質となるようにしてもよい。さらに、通気もしくは蒸気透過性を有しているのが望ましい
。
【００２２】
　三重の起立シート４０の内面は、吸収体１０の不透液性バックシート１２の裏面側に回
り込んで外面シートとの間にホットメルト接着剤などにより固着されている。その結果、
三重の起立シート４０のこの固着始端は、起立カフスＣの起立端を形成している。この起
立端より先端側は、製品本体に固定されていない自由部分である。起立シート４０の縦方
向前後端部においては、自由部分の先端が物品の幅方向中央側に向かう状態で物品に、具
体的にはトップシート１１外面にホットメルト接着剤などにより固定される。
【００２３】
　また、伸縮部材５０，５０…は、少なくとも１本（図示例では２本）が自由部分にある
ことを基本形態とするが、特にその伸縮部材５０は自由部分の先端部にあることが好まし
く、さらに、図示例のように根元側にも伸縮部材５０を有することが好ましい。先端部に
は、図示のように複数本有するのがさらに望ましい。
【００２４】
　そして特に本発明においては、起立カフスＣ，Ｃの各伸縮部材５０，５０…は、太さが
１０００ｄｔｅｘ以上、特に好適には１０００～２０００ｄｔｅｘのものが用いられ、１
５０～３００％、特に好適には２００～２５０％の伸張状態で起立シート４０に固定され
る。具体的な伸縮部材としては糸ゴムが好適に用いられる。
【００２５】
　図１は、紙おむつを長手方向に展開した状態を示しているが、装着時には、紙おむつが
舟形に体に装着されるため、また各伸縮部材５０，５０…の収縮力が作用するため、製品
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の前後端はそのままで、脚周りでは、各伸縮部材５０，５０…の収縮力により起立カフス
Ｃが起立する。そしてこのとき、吸収体１０の側部を変形させ持ち上げ、深いポケット空
間が形成される。
【００２６】
　左右の起立カフスＣ，Ｃで囲まれる空間は、尿または軟便の閉じ込め空間を形成する。
この空間内に排尿されると、その尿は透液性トップシート１１を通り吸収体１０内に吸収
されるとともに、軟便の固形分については、起立カフスＣがバリヤーとなり、その乗り越
えが防止される。
【００２７】
　（起立カフス以外の伸縮部材）
　他方、前身頃Ｆ及び後身頃Ｂのウエスト端部Ｗから股部Ｌの間の領域たる腰下部Ｕにお
ける外装シート１の不織布間には、本発明の腰下部伸縮部材２１Ｆ，２１Ｂが周方向に沿
って伸張下に配置固定されている。本発明では、これら腰下部伸縮部材２１Ｆ，２１Ｂと
しては、太さが８００ｄｔｅｘ以上、特に好適には９００～１０００ｄｔｅｘのものが用
いられ、２００～３５０％、特に好適には２７０～２９０％の伸張状態で固定される。具
体的な伸縮部材としては糸ゴム等を好適に用いることができる。
【００２８】
　これら腰下部伸縮部材２１Ｆ，２１Ｂは、縦方向の間隔が１５ｍｍ以下とされ、それぞ
れ平行に５～４０本設けられるのが好ましい。腰下部伸縮部材２１Ｆ，２１Ｂおける相互
間隔は、ウエスト伸縮部材２０Ｆ，２０Ｂの間隔に対して同じか、あるいはそれよりも広
いものが望ましい。
【００２９】
　また本例ではウエスト周りのフィット性を高めるために、図３にも示すように、ウエス
ト端部Ｗにおける外装シート１の不織布間に、ウエスト開口部ＷＯの端縁に平行に間隔を
置いて細い糸ゴムからなるウエスト伸縮部材２０Ｆ，２０Ｂが伸長下に配置固定されてい
る。かかるウエスト伸縮部材２０Ｆ，２０Ｂの間隔および本数は適宜定めることができる
が、例えば間隔としては４～８ｍｍ程度、本数としては４～２０本程度が好ましい。この
ウエスト伸縮部材２０Ｆ，２０Ｂ及び前述の腰下部伸縮部材２１Ｆ，２１Ｂは、ウエスト
端部Ｗおよび腰下部Ｕに設けられる限り、固定位置は外装シート１の不織布間に限られな
い。
【００３０】
　他方、本例では、前身頃Ｆ及び後身頃Ｂの長手方向端部に相当するウエスト端部Ｗにお
いて、外装シート１が製品内面側に折り返されており、この折り返し部分１Ｒ，１Ｒの裏
面からトップシート１１の前後端部にわたる押えシート９がホットメルト接着等により接
着されている。
【００３１】
　かくして形成されたおむつにおいては、後述の実施例からも明らかなように、下腹部及
び臀部と対応する腰下部Ｕに、太さが８００ｄｔｅｘ以上の腰下部伸縮部材２１Ｆ，２１
Ｂを２００～３５０％の伸張状態で周方向に沿って固定し、下腹部及び臀部を強く締め付
けて吸収体１０のフィット性を高めるとともに、吸収体の両側部にある起立カフスＣ，Ｃ
の伸縮部材５０，５０…の太さを１０００ｄｔｅｘ以上とし且つ起立シート４０に対して
１５０～３００％の伸張状態で固定して、脚周りへの起立カフスＣ，Ｃの締め付けを強く
し且つ吸収体１０のフィット性を高め、その上で吸収体１０の加圧下吸収量を１３００ｃ
ｃ以上とし、締め付けを増強したことによる吸収力の低下を補って余りあるようになるた
め、夜間において排尿量が多い人でも動きの激しい人でも非常に漏れ難くなる。
【００３２】
　（その他：伸縮部材の配置形態等）
　（イ）　本発明では、腰下部伸縮部材２１Ｆ，２１Ｂを設けることを必須とするもので
あるが、その具体的な配置については特に限定されず、適宜変更できる。上記図１の配置
形態を含めて纏めると、図５の（Ａ）～（Ｆ）に示すようになる。これらを比較して推測
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できるように、腰下部伸縮部材２１Ｆ，２１Ｂは、吸収体１０を横断して周方向に連続し
て配置固定する形態と、吸収体１０が位置する中央部には存在せず、製品の左右脇部のお
いてのみ配置固定する形態とを選択的に採ることができる。
【００３３】
　また本発明では、ウエスト伸縮部材２０Ｆ，２０Ｂを設けるか否かは適宜選択でき、ウ
エスト伸縮部材２０Ｆ，２０Ｂを設ける場合には、腰下部伸縮部材２１Ｆ，２１Ｂと同様
に、吸収体１０を横断して周方向に連続して配置固定する形態と、吸収体１０が位置する
中央部には存在せず、製品の左右脇部においてのみ配置固定する形態とを選択的に採るこ
とができる。したがって、図５の（Ｅ）に示すように、ウエスト伸縮部材２０Ｆ，２０Ｂ
、ならびに腰下部伸縮部材２１Ｆ，２１Ｂを、吸収体ＡＢが位置する中央部には存在せず
、製品の左右脇部のおいてのみ配置固定し、さらに股部伸縮部材２３を設けない形態とす
ることもできる。また、図５の（Ｂ）、（Ｃ）等に示すように、股部Ｌについても周方向
に沿って且つ伸張下に伸縮部材２３を配設することもできる。
【００３４】
　また、腰下部伸縮部材２１Ｆまたは２１Ｂは、格子網状に配設してもよい。この一例が
図５の（Ｄ）に示す形態である。この種の形態でも、少なくとも周方向に沿う弾性伸縮部
材は上述の太さ及び伸張状態を有するように構成する。
【００３５】
　さらに、前身頃Ｆと後身頃Ｂとの間で伸縮部材の配設形態を相違させることもできる。
したがって、図５の（Ｆ）に別の実施の形態として示すように、前身頃Ｆにおいてはウエ
スト伸縮部材２０Ｆおよび腰下部伸縮部材２１Ｆを、吸収体ＡＢが位置する中央部には存
在させず、製品の左右脇部のおいてのみ配置固定し、かつ股部伸縮部材２３を設け、後身
頃においてはウエスト伸縮部材２０Ｂおよび腰下部伸縮部材２１Ｂを吸収体１０を横断し
て周方向に連続して配置固定し、かつ股部伸縮部材を設けない形態なども採用できる。
【００３６】
　このように伸縮部材の配設形態は適宜であることを付言する。腰下部伸縮部材２１Ｆ，
２１Ｂ、または股部伸縮部材２３を、吸収体ＡＢが位置する中央部には存在せず、製品の
左右脇部のおいてのみ配置固定する場合において、腰下部伸縮部材２１Ｆ，２１Ｂ端部、
または股部伸縮部材２３の端部が吸収体ＡＢの側縁部に重なる場合と、吸収体ＡＢの側縁
に達しないで離間する場合との両者を含む。
【００３７】
　（ロ）　さらに本発明の紙おむつに対して、付加的に図６に示すような伸縮部材を設け
ることもできる。図６（Ａ）は、前脇部の端部から股部Ｌのレッグ開口縁にほぼ平行に後
脇部の端部に亘って、それぞれ股部伸縮部材２４，２４を外形シート１の不織布間に固定
したものである。この形態では、股部伸縮部材２４がレッグ開口部ＬＯを収縮させ、体液
の漏れを防止する。
【００３８】
　図６（Ｂ）は、前身頃Ｆ及び後身頃Ｂにおいて、左方の脇部の端部から股下部を横断す
るように右方の脇部の端部に亘って、それぞれ股間・股下部伸縮部材２５Ｆ，２５Ｂを外
形シート１の不織布間に固定したものである。また、この例においては、前身頃Ｆ側と後
身頃Ｂ側の股間・股下部伸縮部材２５Ｆ，２５Ｂが一部交差する形態としてある。
【００３９】
　図６（Ｃ）は、前身頃Ｆ及び後身頃Ｂにおいて、左方の脇部の端部から股下部を横断す
るように右方の脇部の端部に亘って、それぞれ股間・股下部伸縮部材２６Ｆ，２６Ｂを外
形シート１の不織布間に固定したものである。この例においては、股間・股下部伸縮部材
２６Ｆ，２６Ｂは交差することなく、股間部において平行する形態としてある。
【００４０】
【実施例】
　表１に示すように、本発明に係る吸収体を備えた大人用パンツ型紙おむつを三種類製造
し、実施例１～３とした。実施例２は吸収コア寸法を６００ｍｍ×１９０ｍｍとした他は
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、実施例１と同様とした。実施例３はパルプ量及びポリマー量をそれぞれ３８．０ｇとし
た他は、実施例と同様とした。また大人用パンツタイプ紙おむつの市販品を３種類（全て
製造会社が異なる）用意し、従来例１～３とした。そして、これら実施例１～３および従
来例１～３について、下記に示す加圧下吸収試験、吸収速度試験、傾斜表面液流れ試験お
よび圧縮試験をそれぞれ行った。これらの試験結果を表１に合わせて示した。
【００４１】
（加圧下吸収試験）
　本発明にいう加圧下吸収試験とは以下に示すものである。すなわち、
（１）製品重量を測定し、規格に準じた重量であることを確認する。
（２）起立カフス部をカットし、吸収体が縮まないようにする。
（３）可能な限り平らな状態となるようにおむつをアクリル板で挟み込む。
（４）錘を載せ、２０ｇ／ｃｍ 2の荷重をかけた状態として、人工尿中に３０分間浸漬す
る。
（５）３０分後、人工尿中からおむつを取り出し、水切りは行わずに全重量を測定する。
（６）測定した全重量から製品重量を差し引き、加圧下吸収量とする。
【００４２】
（吸収速度試験）
　本発明にいう吸収速度試験とは以下に示すものであり、その概要が図７に示されている
。すなわち、
（１）吸収体の後側１１０ｍｍに印（受尿部）をつける。
（２）おむつ３００を可能な限り平らに水平面ＰＬ上に貼り付け、四隅をガムテープで止
める。
（３）印位置に所定形状・サイズの吸収筒４００を立て、この吸収筒４００内に１回あた
り１５０ｍｌの人工尿を注入し、吸収体に吸収させる。
（４）人工尿を全量吸収するのに要した時間を測定する。３回測定を行い平均値を吸収速
度とする。
【００４３】
（傾斜表面液流れ試験）
　本発明にいう傾斜表面液流れ試験とは以下に示すものでああり、その概要が図８に示さ
れている。すなわち、
（１）おむつ３００を、腹側を上にして１５度の傾斜板３０１に平らに貼り付ける。
（２）吸収体中央部に印３０２（受尿部）をつける。
（３）滴下容器３０３を用い、高さ１０ｍｍの位置から１５ｃｃ／ｓｅｃの滴下速度で人
工尿２００ｃｃを滴下・注入する。
（４）１０分間隔で（３）を３回繰り返す。この際の液流れ距離をそれぞれ測定する。
【００４４】
（圧縮試験）
　本試験では、図９に示すカトーテック社製ＫＥＳ－Ｇ５ハンディー圧縮試験機４００を
用いる。本試験機４００は、試料台４０１の上の受圧板４０２（面積２ｃｍ 2）の上に試
料の測定部位を載せ、上方から加圧板４０３（面積２ｃｍ 2）を下降させて試料を徐々に
加圧させ、設定した最大荷重に達したら加圧板４０３を上昇させて圧力を徐々に弱めて試
料を復元させ、この過程で試料に加わる加圧圧力と加圧板４０３のストローク量とを測定
し、これらの測定結果に基づいて「圧縮かたさＬＣ」、「圧縮エネルギーＷＣ」および「
圧縮回復性ＲＣ」を算出・表示するものである。
【００４５】
　ここに本試験機により求まる「圧縮かたさＬＣ」、「圧縮エネルギーＷＣ」および「圧
縮回復性ＲＣ」とは、図１０に示す圧縮曲線（縦軸：加圧圧力、横軸：ストローク量）が
測定されたとき、次式により求まるものである。
　　ＷＣ＝面積ａ＋面積ｂ
　　ＬＣ＝（面積ａ＋面積ｂ）／三角形ＡＢＣの面積
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　　ＲＣ＝面積ｂ／（面積ａ＋面積ｂ）
　ここに、Ａ点は最大荷重点を意味し、Ｂ点は荷重が０．５ｇｆ／ｃｍ 2の測定始点を意
味し、Ｃ点はＡ点の荷重がゼロの点を意味する。
【００４６】
　また本試験の結果得られる値の意味は次のようになる。
「圧縮かたさＬＣ」…値が１に近づくほど圧縮に対して硬いことを意味する。
「圧縮エネルギーＷＣ」…値が大きいほど圧縮されやすいことを意味する。
「圧縮回復性ＲＣ」…値が１００に近づくほど回復性が高いことを意味する。
【００４７】
　そして、特に本発明にいう圧縮試験に限っては、上記のハンディー圧縮試験機４００を
用い、加圧板の下降スピードを０．１ｃｍ／ｓｅｃに設定し、最大荷重が１００ｇ／ｃｍ
2となるように設定し、ストロークが２０ｍｍとなるように設定した試験をいうものとす
る。
【００４８】
　また、本発明の圧縮試験に際しては、図示しないがおむつの内面側を上にして試料台４
０１上に平坦に貼り付け、吸収コア部位が受圧板４０２上に位置するようにした上で、同
一のサンプルに対して３回測定を行い、平均値を評価値とする。
【００４９】
【表１】
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【００５０】
　次いでこれら実施例１～３および従来例１～３の紙おむつを、在宅介護者２０名に夜間
使用してもらい、漏れ防止効果を評価した。評価結果を表２に示す。
【００５１】
【表２】
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【００５２】
　その結果、本発明に係る実施例１～３の紙おむつは、夜間使用しても漏れが生じ無かっ
たが、従来例１～３の紙おむつは夜間使用により漏れが多発した。
【００５３】
【発明の効果】
　以上のとおり本発明によれば、漏れが発生し難く、夜間排尿量が多い人でも安心して使
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うことができるパンツ型紙おむつとなる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明に係るパンツ型紙おむつの展開状態を示す、使用面側からの平面図であ
る。
【図２】　本発明に係るパンツ型紙おむつの周方向に沿う縦断面図である。
【図３】　本発明に係るパンツ型紙おむつの縦方向に沿う縦断面図である。
【図４】　本発明に係るパンツ型紙おむつの斜視図である。
【図５】　他の伸縮部材配置形態を概略的に示す、展開状態平面図である。
【図６】　別の伸縮部材配置形態を概略的に示す、展開状態平面図である。
【図７】　本発明の吸収速度試験の概要図である。
【図８】　本発明の傾斜表面液流れ試験の概要図である。
【図９】　本発明の圧縮試験の概要図である。
【図１０】　本発明の圧縮試験の測定結果例のグラフである。
【符号の説明】
　１…外装シート、１０…吸収体、１１…透液性トップシート、１２…不透液性バックシ
ート、１３…吸収コア、１４クレープ紙、２０Ｆ，２０Ｂ…ウエスト伸縮部材、２１Ｆ，
２１Ｂ…腰下部伸縮部材、４０…起立用シート、５０…起立カフスの伸縮部材、Ｃ…起立
カフス。

10

【 図 １ 】 【 図 ２ 】

(12) JP 3892260 B2 2007.3.14



【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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